
関係者各位 

特定非営利活動法人いきいき健康家族オアシス理事会          2020 年 4 月 12 日 

 

NPO いきいきオアシス第２事業所開設 

新事業（児童自立生活支援及び学習支援所「フリースペース すまいる」）の開始 

のお知らせ 

 

新型コロナウイルス感染拡大が止まらず、毎日不安の中にあります。 

2018 年５月に、新潟市江南区元町 1-2-19 に設立して、福祉の活動をしています特定非営利

活動法人いきいき健康家族オアシス（通称 NPO オアシス）は、昨年 11 月から、新潟市江

南区城山 2-4-34 太田雄一様宅をお借りし、第 2 事業所として使用・活動をしており、関係

者（事務員）が週に 5 日程宿泊もしております。 

この度この第 2 事業所は、4 月 21 日から、新事業（不登校児童学生への児童自立生生活支援

及び学習支援所フリースペース）を開始するよう、地域の小中学校ならびに行政と連携して

進めております。 

何かご質問等があります場合は、遠慮なく当法人事務の松下紀美子（Tel.080-3598-0827） 

まで、お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。今後とも、宜しくお願い致します。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・記・・・・・・・・・・・・・・ 

 

児童自立生活支援及び学習支援所「フリースペース すまいる」（登録制） 

（１）目的：貧困等で生活苦や子育ての悩みを抱えている地域の家庭及びその養育者の

もとで影響を受けた引きこもり気味不登校の子どもたちに対して、いのち

の尊厳や自分の存在意義認識を与え、その人らしく生きるよう寄り添うと

ともに、その保護者への精神的・物理的支援にも寄与することを目的とする。 

（２）会場：新潟市江南区城山 2-4-34 太田様宅  

（ＮＰＯ法人いきいき健康家族オアシス 第２事業所） 

（３）日程 ：毎週火、木、土曜の 12 時〜18 時    4 月 21 日から開始予定  

（４）対象と内容：学校での学習に困難を覚えている６歳から 15 歳（小中学生）の子 

      どもたち並びにご家族。 １日 10 名まで受け入れで、自主学習場として 

１階を使用する。その間、浴槽と６畳間以外は使用可。毎回見守り人最

低 1 名。 シフトで見守れるよう最低 3 名のバイトを要請雇用する。 

（５）その他：上記のフリースペースは登録制で、 1 回の参加費用は、200 円。保護

者の方とご本人と当法人の責任者が面談した後、会則に従って契約して

頂く。使用時間中は、見守り人が必ず一名滞在。 

＜フリースペース すまいる会則＞は、後日配布。 

 

※フリースペース担当責任者：藤田文雄（ＮＰＯオアシス副理事長）                                                                                                                                                                                                              



＜資料＞ 

令和２年 1 月の新潟市児相における養育里親研修で明かされた、県及び市の令和元年の

現状①社会人として人格的・社会的・経済的に自立していないまま、実質上結婚し、子 

どもが生まれ、養育できずに放任（ネグレクト）又は、虐待により児童虐待で訴 

えられた数 新潟県約 1900 件 新潟市約 900 件 通報（通告）数 1200 件  

②平成 30 年では全国で 16 万件の児童虐待の相談があり、親の養育力が低下し て

いることが明らかである。新潟市児童相談所では、令和元年の一時保護児童が

300 人だったが、令和 2 年は 400 人を超えることが予測される。又定員 23 人の

ところ、令和 2 年１月現在 45 人で、一時保護児童が定員数をはるかに超えてパ

ンク状態である。子どもたちへの健全な対応のみならず、夫婦・家庭に対する、

知的・精神的・経済的支援の緊急性がある問題である。 

 


